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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

さ
い
。

※
筆
記
用
具
、
計
算
機
等
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

�　

東
村
山
税
務
署
で
は
、
平
成　
16

年
分
確
定
申
告
作
成
の
ア
ド
バ
イ

ス
と
、
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
。

▽
と
き　

２
月　

日
・　

日（
日
）

２０

２７

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

５
時

▽
と
こ
ろ　

東
村
山
税
務
署

▽
内
容　

所
得
税
・
贈
与
税
・
個

人
消
費
税
の
申
告
書
作
成
の
ア
ド

バ
イ
ス
、
申
告
書
の
受
け
付
け

※
当
日
の
混
雑
状
況
等
に
よ
り
、

申
告
書
作
成
会
場
の
受
け
付
け
を

早
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
電
話
で
の
相
談
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん（
電
話
で
の
質
問
は
、

平
日
に
お
願
い
し
ま
す
）。

※
当
日
は
、
市
役
所
・
法
務
局
は

開
庁
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
申
告

に
必
要
な
書
類
は
事
前
に
準
備
し

て
く
だ
さ
い
。

※
車
で
の
来
署
は
、
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

�
〜
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で
〜

○
所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月

　

日
（
水
）
〜
３
月　

日
（
火
）
で

１６

１５

す
。

○
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月

１
日
（
火
）
〜
３
月　

日
（
火
）
で

１５

す
。

○
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び

　
　

日
曜
窓
口
の
開
設

　

申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
３

月　

日
（
木
）
ま
で
で
す
。

３１
※
期
限
内
に
納
付
さ
れ
な
い
と
、

延
滞
税
が
か
か
り
ま
す
。

■
納
税
に
は
安
心
で
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
次

の
と
お
り
納
付
期
限
の
約
１
か
月

後
に
預
貯
金
か
ら
自
動
的
に
納
税

額
が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

○
平
成　

年
分
申
告
所
得
税
の
引

１６

落
日
は
、
４
月　

日
（
火
）
、
個
人

１９

事
業
所
得
者
の
消
費
税
等
の
引
落

日
は
、
４
月　

日
（
火
）
で
す
。

２６

�　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

tt

p://w
w
w
.nta.go.jp/

）
の
「
所

得
税
の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
も
確
定
申
告
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
証
券
会
社
の
特
定
口
座

で
、
源
泉
徴
収
を
選
択
し
て
い
る

場
合
に
は
、
申
告
不
要
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
東
村
山
税
務
署
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

株
式
を
お
売
り
に
な
っ
た
方
へ

�
◎
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
書
の

記
載
方
法
な
ど
に
つ
い
て
疑
問
等

が
あ
る
方
に
書
き
方
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
っ
て
い
ま
す

　

あ
ら
か
じ
め
住
所
・
氏
名
・
扶

養
控
除
、
所
得
金
額
欄
な
ど
、
わ

か
る
と
こ
ろ
は
記
載
し
、
来
署
し

て
く
だ
さ
い
。

　

手
引
き
に
従
っ
て
必
要
事
項
を

記
入
す
れ
ば
で
き
あ
が
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご

自
身
の
手
で
作
成
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

◎
「
に
せ
税
理
士
」
に
ご
注
意
を

　

納
税
者
の
依
頼
に
よ
る
税
務
代

理
・
税
務
書
類
の
作
成
・
税
務
相

談
等
は
、
税
理
士
の
登
録
を
し
て

い
な
い
人
は
で
き
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
正
規
の
税
理
士
に

依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

※
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。　

�　

東
京
税
理
士
会
東
村
山
支
部
で

は
、
小
規
模
事
業
者
の
た
め
の
無

料
申
告
相
談
や
申
告
書
の
作
成
指

導
（
譲
渡
所
得
、
相
続
税
、
贈
与

税
を
除
く
）
を
行
い
ま
す
の
で
、

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
年
金
受
給
者
の
方
お
よ

び
給
与
所
得
者
等
の
還
付
申
告
の

方
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

▽
と
き　

２
月
３
日（
木
）・　

日
１４

（
月
）、　

日（
水
）〜　

日（
金
）午

１６

１８

前
９
時　

分
〜　

時　

分
・
午
後

３０

１１

３０

１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

▽
と
こ
ろ　

保
谷
こ
も
れ
び
ホ
ー

ル※
所
得
金
額
が
高
額
な
方
や
相
談

内
容
が
複
雑
な
方
は
、
税
務
署
ま

た
は
有
料
で
税
理
士
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
受
付
時
間
は
、
混
雑
の
状
況
に

よ
り
、
早
く
締
め
切
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
車
で
の
来
場
は
、
ご
遠
慮
く
だ

　

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

税
理
士
会
の
無
料
相
談

○
簡
易
な
申
告
の
方
…
給
与
所
得

者
の
還
付
申
告
や
公
的
年
金
等
の

申
告

※
事
業
所
得
者
で
収
支
内
訳
書
の

作
成
が
で
き
て
い
な
い
方
、土
地
建

物
等
譲
渡
の
分
離
申
告
、住
宅
借
入

金
（
取
得
）
等
特
別
控
除
な
ど
の

特
殊
な
申
告
に
つ
い
て
は
、東
村

山
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
申
告
の
際
、
必
要
と
な
る
も
の

○
申
告
書
、
計
算
機
、
筆
記
具
、

印
鑑

○
源
泉
徴
収
票

等
平
成　

年
中

１６

の
収
入
金
額
の

わ
か
る
書
類

○
国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
、

介
護
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
損

害
保
険
料
、
医
療
費
控
除
等
の
各

控
除
を
受
け
る
場
合
は
平
成　

年
１６

中
に
支
払
っ
た
領
収
書
等
金
額
が

わ
か
る
も
の
（
生
命
保
険
料
、
損

保
保
険
料
は
控
除
証
明
書
の
添
付

が
必
要
で
す
。
医
療
費
に
つ
い
て

は
合
計
額
を
ご
自
身
で
計
算
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
）

○
障
害
者
の
方
は
、
障
害
者
手
帳

ま
た
は
証
明
書

○
還
付
申
告
の
方
は
、
申
告
者
名

義
の
銀
行
ま
た
は
郵
便
局
の
口
座

番
号
等

■
申
告
が
必
要
な
方 �
�
�
�
�
 

○
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
西

１７

東
京
市
に
住
所
が
あ
り
、
平
成　
１６

年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
方

○
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
西

１７

東
京
市
外
に
住
所
が
あ
り
、
西
東

京
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
家

屋
敷
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
方

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
税
務
署

に
提
出
さ
れ
る
方
は
、
市
民
税
・

都
民
税
の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書
は

１
月　

日
（
金
）
に
次
の
方
に
発

２８

送
す
る
予
定
で
す
。

◇
昨
年
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
書
を
提
出
し
た
方

◇
昨
年
、
西
東
京
市
に
転
入
し
、

か
つ
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た

方※
確
定
申
告
用
紙
に
つ
い
て
は
、

２
月
１
日
（
火
）
〜　

日
（
火
）
は

１５

市
民
課
窓
口
で
、
申
告
期
間
中
は

各
会
場
で
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、

各
出
張
所
で
も
配
布
し
ま
す
。

■
所
得
が
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

平
成　

年
中
に
所
得
の
な
か
っ

１６

た
方
も
、
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
非
課
税
証
明
書
の
発
行
（
都

営
住
宅
の
収
入
報
告
・
シ
ル
バ
ー

パ
ス
申
請
な
ど
に
必
要
と
な
り
ま

す
）
、
国
民
健
康
保
険
料
の
算

定
、
老
齢
福
祉
年
金
等
の
支
給
、

老
人
医
療
証
の
発
行
、
介
護
保
険

料
の
算
定
な
ど
の
基
礎
資
料
に
な

り
ま
す
。

　

申
告
用
紙
裏
面
の
「
所
得
の
な

か
っ
た
方
」
の
記
載
欄
の
う
ち
、

当
て
は
ま
る
箇
所
に
記
入
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
告
場
所　
　
　
　
　
　
　
　

　

左
表
参
照

◎
市
で
相
談
と
お
預
か
り
で
き
る

所
得
税
の
確
定
申
告
書

○
提
出
の
み
の
方
…
内
容
が
す
べ

て
記
入
済
み
の
申
告
書

田
無
庁
舎　

２
月　

日（
水
）〜
３
月　

日（
火
）

16

15

保
谷
庁
舎（
防
災
セ
ン
タ
ー
６
階
）　

３
月
１
日（
火
）〜　

日（
火
）

１５

　

平
成　

年
度
の
住
民
税
の
申
告
は
市
で
、
平
成　

年
分
の
所
得
税

１７

１６

の
確
定
申
告
は
東
村
山
税
務
署
で
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
付
け
ま
す
。

　

受
付
初
日
と
受
付
締
切
日
間
際
は
、
窓
口
が
た
い
へ
ん
込
み
合
い
ま

す
の
で
、
混
雑
す
る
時
期
を
避
け
て
申
告
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
市
民
税
課
（
�田
 
�
内
線　

・　

・　

・　

）、
東
村
山
税
務
署
（
東

１３２１

１３２５

１３２６

１３２８

村
山
市
本
町
１
〜　

〜　

、�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
）

２０

２２

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

市民税・都民税のみの相談・申告
の出張窓口受け付け

日　　程と こ ろ
２月４日（金）新町福祉会館
２月７日（月）保谷公民館
２月８日（火）住吉福祉会館
２月９日（水）芝久保公民館
２月10日（木）ひばりが丘図書館
２月1４日（月）下保谷福祉会館

受付時間　午前９時30分～１１時30
分、　　　　　午後１時～４時

市民税・都民税と簡易な所得税の
確定申告の相談・申告の受け付け

日　　程と こ ろ
土
・
日
曜
日
を
除
く

２月16日（水）
～３月15日（火）

田無庁舎（２階展
示コーナー）

３月１日（火）
～15日（火）

保谷庁舎（防災セ
ンター６階）

受付時間　午前８時30分～１１時30分
　　　　　午後１時～４時30分

　市では、市税の滞納処分として差し押さえた不動産につ
いて、入札による売却（公売）を行います。今回の公売は、
東京都と合同で行います。公売による売却代金は、滞納市
税等に充当されます。
▽とき・ところ　２月22日（火）午後１時・都庁第一本庁舎
▽公売物件　右表のとおり　
※入札には、原則とし
てどなたでも参加でき
ます。
※物件の詳細、公売手
続き等の資料は、納税
課（田無庁舎４階）にあ
ります。
※詳しい内容は、市ホ
ームページでもご覧に
なれます。
◆納税課（○田 �内線1355）

G4901売却区分番号

八王子市散田町一丁目物件所在地

＜建物＞13.42平方�
（５階建てマンション
の５階　※現況空室）
＜敷地＞８１７.４８平方�
（持分７万分の９００）

面積・現況

76万円見積価額

８万円公売保証金

備考：未納管理費・修繕積立金あり
※落札者は、別途未納の管理費・修繕
積立金を負担する義務を負います。

 不動産公売について

　

市
税
が
納
期
内
に
納
付
さ
れ

な
か
っ
た
場
合
、
市
で
は
文
書
や

電
話
等
に
よ
る
「
納
付
の
お
願

い
」
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

各
種
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
滞
納
」
を
続
け
て
い
る
場
合
、

市
は
財
産
調
査
を
行
い
、
差
押
え

な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
っ
て
い

ま
す
。
現
在
、
市
で
は
、「
税
金

の
公
平
性
」
の
確
立
の
た
め
、
積

極
的
に
滞
納
処
分
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

【
差
押
財
産
例
】

①
不
動
産
（
自
宅
・
店
舗
・
リ
ゾ

ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
等
）

②
債
権
（
預
金
・
給
与
等
）

③
電
話
加
入
権
（
居
宅
用
・
営
業

用
）

　

こ
の
差
押
え
に
係
る
手
続
き

は
、
地
方
税
法
や
国
税
徴
収
法
等

の
法
令
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
市

の
徴
税
吏
員
が
必
要
と
判
断
し

た
場
合
に
は
、
裁
判
所
等
の
許
可

な
く
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
差
し
押
さ
え
た
財
産
は
、
公

売
等
の
「
換
価
」
を
行
い
、
滞
納

と
な
っ
て
い
る
税
金
等
に
充
当

し
ま
す
。

◎
市
税
の
納
税
相
談

　

火
事
・
風
水
害
な
ど
の
災
害
や

失
業
、
事
業
の
休
廃
止
や
病
気
な

ど
の
事
情
で
納
期
限
内
に
納
め

ら
れ
な
い
方
の
た
め
に
、
納
税
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
納
税
に

あ
た
り
お
困
り
の
事
情
の
あ
る

方
は
、
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
に
、
必

ず
納
税
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

◎
納
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

　

市
税
の
滞
納
は
、
納
税
者
の
皆

さ
ん
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
だ
け

で
な
く
、
滞
納
整
理
な
ど
市
の
事

務
処
理
の
た
め
に
も
多
く
の
時

間
と
費
用
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ

ら
の
費
用
も
市
民
の
皆
さ
ん
の

貴
重
な
税
金
か
ら
支
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

納
期
限
内
納
付
に
、
ぜ
ひ
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

忙
し
い
方
、
留
守
が
ち
な
方

は
、
口
座
振
替
の
利
用
を
お
勧
め

し
ま
す
。
そ
の
つ
ど
納
め
に
行
く

手
間
も
省
け
、
納
め
忘
れ
が
あ
り

ま
せ
ん
。

◆
納
税
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１３５５

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

市
内
に
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
毎
年

１
月　

日
ま
で
に
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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対
象
と
な
る
方
で
、
ま
だ
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
至
急
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告
書
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
送
り
ま

す
の
で
、
資
産
税
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
資
産
税
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１３３１

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

税
の
申
告
の
季
節
で
す


